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鳥取県管工事業協会西部支部運用規程 
 

第１章  総 則 

 

（目 的） 

第１条 支部は、管内地域における管工事の適正な施工の確保及び管工事業者の経営

の改善を図り、もって管工事業の健全な発展と地域住民の生活環境の改善に資する

ことにより、公共の福祉の増進に寄与することを目的とし、一般社団法人鳥取県管

工事業協会（以下「協会」という。）と連携し活動する。 

 

（名称及び管内地域） 

第２条 名称は、鳥取県管工事業協会西部支部（以下「支部」という。）と称し管内

地域は米子市・境港市・西伯郡・日野郡とする。 

 

（事務所） 

第３条 支部の事務所を、米子市におく。 

 

（事 業） 

第４条 支部は、第１条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

（1）地域内の管工事業に関する調査、研究、審議及び協会への建議具申 

（2）協会の運営方針に基づく事項の協力・処理 

（3）協会事業の推進 

（4）前各号に付帯する一切の業務 

 

第２章  会 員 

 

（種 別） 

第５条 この支部の会員は、次の２種とし、管内地域の会員を以って組織する。 

（1）正会員   管工事業を営む者で、この支部の目的に積極的に賛同して入会

した個人又は団体 

（2）賛助会員  この支部の目的に賛同し、この支部の事業に協力しようとする

個人又は団体 

（入 会） 

第６条 この支部の会員になろうとする者は、入会申込書（様式１）を支部長に提出

して、入会の申し込みを行い、評議員会の承認を得なければならない。 

２ 入会に必要な事項は、評議員会の決議を経て、支部長が別に定める。 

 

（会 費） 

第７条 会員は総会において定める会費「別表１西部支部会費」を納入しなければな

らない。 

 

（退 会） 

第８条 会員は退会届（様式２）を支部長に提出することにより、いつでも退会する

ことができる。 
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（除 名） 

第９条 会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって

当該会員を除名することができる。 

（1）この規程その他の規則に違反したとき。 

（2）この支部の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。 

（3）その他除名すべき正当な事由があるとき。 

２ 前項の規定により、会員を除名しようとするときは、当該総会の日から１週間前

までにその旨を当該会員に通知し、かつ総会において弁明の機会を与えなければな

らない。 

３ 支部長は、会員を除名したときは、除名した会員に対しその旨を通知しなければ

ならない。 

 

（会員資格の喪失） 

第１０条 前２条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、

その資格を喪失する。 

（1）会費の支払義務を２年以上履行しなかったとき。 

（2）総正会員が同意したとき。 

（3）当該会員が死亡し、又は解散したとき。 

 

第３章  総 会 

 

（構 成） 

第１１条 総会は、すべての正会員をもって構成する。 

 

（権 限） 

第１２条 総会は、次の事項を決議する。 

（1）会員の除名 

（2）評議員及び会計監事（以下「役員」という。）の選任又は解任 

（3）会費の額 

（4）支部運用規程の変更 

（5）解散及び残余財産の処分 

（6）その他総会で決議するものとして法令又は支部運用規程で定められた事項 

 

（開 催） 

第１３条 この支部の総会は、定時総会及び臨時総会の２種とする。 

２ 定時総会は、毎事業年度終了後２か月以内に開催する。 

３  臨時総会は、必要に応じて開催する。 

 

（招 集） 

第１４条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、評議員会の決議により、支

部長が招集する。 

２ 総正会員の議決権の１０分の１以上の議決権を有する正会員から総会の目的で

ある事項及び招集の理由を示して総会の招集について請求があったときは、支部長

は臨時総会を招集しなければならない。 
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（議 長） 

第１５条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員のうちから選出する。 

 

（議決権） 

第１６条 正会員は、総会において各１個の議決権を有する。 

 

（決 議） 

第１７条 総会の決議は、法令又はこの支部運用規程に別段の定めがある場合を除き、

総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権

の過半数をもって行う。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員

の議決権の３分の２以上に当たる多数をもって行う。 

（1）会員の除名 

（2）会計監事の解任 

（3）支部運用規程の変更 

（4）解散 

（5）その他法令で定められた事項 

 

（議決権の代理行使） 

第１８条 総会に出席できない正会員は、委任状その他の代理権を証明する書面を支

部長に提出して、代理人によって議決権を行使することができる。 

 

（議事録） 

第１９条 総会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成しなけれ

ばならない。 

２ 議事録には、議長及び出席した正会員又は評議員のうちからその会議において選

出された議事録署名人２人以上がこれに記名押印する。 

 

第４章  役 員 

 

（役員の設置及び選任） 

第２０条 支部に次の役員を置く。 

（1）支部長    １名 

（2）副支部長   １名 

（3）評議員    ５名以上７名以内（支部長・副支部長を含む） 

（4）会計監事   ２名 

２ 評議員及び会計監事は総会において選任する。 

３ 支部長は評議員の互選による。 

４ 副支部長は、評議員のうちから支部長の推薦による。 

５ 評議員は協会理事候補として推薦する。 

６ 会計監事のうち１名は、協会監事として推薦する。 

７ 役員に欠員を生じたときは、評議員会において後任を選任することができる。 

 

（任 期） 

第２１条 役員の任期は就任の日から２事業年度経過後の定時総会終了のときまで
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とする。ただし、選任された役員の任期は、それぞれ前任者の残任期間とする。 

 

（職 務） 

第２２条 支部長は支部を代表し、支部に属する会務を総括する。 

２ 副支部長は、支部長を補佐し、支部長に事故があるとき又は、支部長が欠けたと

きは、その職務を代行する。 

３ 評議員は評議員会を構成し、支部会務の執行を決定する。 

４ 会計監事は支部会計の監査を行う。 

 

第５章  評議員会 

 

（構 成） 

第２３条 この支部に、すべての評議員で構成する評議員会を置く。 

 

（権 限） 

第２４条 評議員会は、次に掲げる職務を行う。 

（1）この支部の業務執行の決定 

（2）支部長、副支部長の選定及び解職 

（3）その他この支部運用規程で定められた事項 

 

（招 集） 

第２５条 評議員会は、支部長が招集する。 

 

（議 長） 

第２６条 評議員会の議長は、支部長とする。 

 

（決 議） 

第２７条 評議員会の決議は、評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。 

 

（議事録） 

第２８条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。 

２ 議事録には、議長及び出席した評議員の中より選出された議事録署名人２人がこ

れに記名押印する。 

 

第６章  委 託 

（委 託） 

第２９条 支部の事務を処理するため、事務処理を米子管工事業協同組合に委託する。 

２ 委託する事務の内容、委託額については、米子管工事業協同組合と協議して決定

する。 

 

第７章  資産及び会計  

（事業年度） 

第３０条 この支部の事業年度は、毎年４月１日に始まり翌年３月３１日に終わる。 

 

（事業計画及び収支予算） 
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第３１条 この支部の事業計画及び収支予算については、支部長が作成し、評議員会

の承認を経て、定時総会に提出し、決議を得るものとする。 

これを変更する場合も同様とする。 

 

（事業報告及び決算） 

第３２条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、支部長が作

成し、会計監事の監査を受けた上で、評議員会の承認を経て、定時総会に提出し、

承認を受けなければならない。 

 

（資産の管理） 

第３３条 支部の資産は支部長が管理し、管理方法は評議員会の決議により定める。 

 

第８章  旅 費 

 

（旅費等） 

第３４条 支部会員の旅費等に関しては、「別表２旅費規程」による。 

２ その他については、支部長決済とする。 

 

第９章  弔 慰 

 

（弔 慰） 

第３５条 支部会員の弔慰に関しては、「別表３弔慰規程」による。 

 

第１０章  規程の変更 

 

（規程の変更） 

第３６条 支部運用規程は第１条の目的に抵触しない範囲において、総会の決議によ

り変更することができる。 

 

第１１章  雑 則 

 

（残余財産） 

第３７条 支部が解散した場合の残余財産の処分は評議員会の決議を経て別に定め

る。 

 

（委 任） 

第３８条 この規程の施行について必要な事項は評議員会の決議を経て別に定める。 

    

 

 

附  則 

 

この規程は、平成２４年４月１日から施行する。 
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「別表１西部支部会費」  

 

 

西 部 支 部 会 費  

区  分 会 費 の 年 額 備  考 

Ａ ク ラ ス  ６０，０００円（月額５，０００円）  

Ｂ ク ラ ス  ４２，０００円（月額３，５００円）  

Ｃ ク ラ ス  ２４，０００円（月額２，０００円）  

賛 助 会 員 １０，０００円（年 額）  

  

特別会費は、支部総会において決定する。 

クラス別は、県の管工事格付けを基準とする。  
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「別表２旅費規程」 

 

西部支部旅費規程 
 

（目 的） 

第１条 この規程は、西部支部会員の出張その他による旅費に関する事項を定める。 

 

（旅費の定義） 

第２条 この規程の旅費とは、交通費・宿泊費・日当をいう。 

 

（交通費の支給） 

第３条 交通費は、鉄道及び船等の交通機関の経済的・常識的な順路によって支給す

る。 

２ 鉄道の特急列車は、特急料金と普通指定席の料金を支給する。 

 

（県外出張旅費） 

第４条 県外出張についての交通費、宿泊費、日当は次のとおりとする。 

鉄道賃 航空機 船 賃 車 賃 宿泊費 日 当 

実 費 

３条による 

実 費 実 費 

３条による 

実 費 10,000円 ５,000円 

   ＊車中泊の場合は、所定宿泊費の半額を支給する。 

 

（県内出張） 

第５条 県内出張については、JR普通運賃の往復料金を支給する。 

 

（その他） 

第６条 その他、定めのない事項については、支部長決済とする。 

 

 

附 則 

この規程は、平成２４年４月１日から施行する。 
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「別表３弔慰規程」 

 

西部支部弔慰規程 
 

第１条 本会正会員の弔慰に関しては次のように取扱う。 

（1）会員各店の代表者が死亡したとき 

       香典  ３０，０００円及び花輪一基を贈り、弔電を供する。  

（2）会員各店の代表者に準ずる者が死亡したとき 

       香典  １０，０００円及び花輪一基を贈り、弔電を供する。 

（3）会員各店の代表者の家族（１親等以内）が死亡したとき 

       香典  １０，０００円及び花輪一基を贈り、弔電を供する。 

（4）名誉会員、賛助会員、協会又は本支部に功績のあったもの及び密接な関係に

あった者が死亡したときは、その都度支部長がこれを定める。 

第２条 死亡者が遠隔地当の事由により花輪を贈ることができないときは、花輪相当

額を花輪料として贈ることができる。 

 

第３条 この規程により香典等を受けたものは、支部又は会員に対し金品による返礼

をしてはならない。 

 

附 則 

この規程は、平成２４年４月１日から施行する。 
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（様式１） 

 

 

入 会 申 込 書 
 

 

平成  年  月  日 

 

 

 

鳥取県管工事業協会西部支部 

支部長         様 

 

 

 

 

郵 便 番 号 

住     所 

会  社  名 

代  表  者            印 

電 話 番 号 

ファックス番号 

メールアドレス 
 

 

 

 私は、鳥取県管工事業協会西部支部の趣旨及び目的に賛同し、 

（正会員・賛助会員）として入会を申し込みます。 
 

 

 

 

（推 薦 者） 

 

会社名 

 

氏 名              印  
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（様式２） 

 

 

退  会  届 
 

 

平成  年  月  日 

 

 

 

 

鳥取県管工事業協会西部支部  

支部長        様 

 

 

 

 

 

会 社 名 

 

代 表 者            印 

 

 

 

 

 

私は、都合により鳥取県管工事業協会西部支部を退会します。 

 
 

 


